
オオサンショウウオの生息する広島県管理河川における 
河川工事に関する検討会 

設 置 要 綱 
（名 称） 
第１条 この検討会は、オオサンショウウオの生息する広島県管理河川における河川工事に関する

検討会（以下「検討会」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条 検討会は、広島県が管理する河川の工事におけるオオサンショウウオの配慮方針に係る重

要な事項について決定するに当たり、その内容の客観性及び公平性について、多様な観点から

の助言と指導を求めることを目的とする。 
 
（構 成） 
第３条 検討会は、広島県知事が委嘱した別表に掲げる構成員により構成する。 

（１）オオサンショウウオ分野に関して学識経験を有するもの。 
（２）河川分野に関して学識経験等を有するもの。 
（３）他分野に関して学識経験等を有するもの。 

  ２ 会長は、検討会の構成員から選任する。 
 
（任 期） 
第４条 構成員の任期は１年とする。ただし、新規に選任された構成員は、他の構成員の残任期間と

する。 
  ２ 構成員は、再任されることができる。 
 
（会 議） 
第５条 検討会は、会長が必要と認めるとき、これを召集する。 
  ２ 会長は、会議の議長となり議事を処理する。 
  ３ 会長は、必要と認める場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見聴取することができる。 
 
（事務局） 
第６条 検討会の事務局は、広島県環境県民局自然環境課、広島県土木建築局河川課、広島県教育委

員会事務局文化財課により構成する。 
 
（雑 則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会に必要な事項は会長が検討会に諮って定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
この要綱は、令和７年 11月 13 日から施行する。 
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